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第１条 適用範囲 

１ 本特記仕様書は、「令和８年度防災情報提供アプリ啓発委託業務」（以下「本業務」と

いう。）に適用する。 
 
第 2 条 疑義等 

１ 本特記仕様書に記載のない事項及び本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合には、

委託者（以下「甲」という。）と受託者（以下「乙」という。）の協議により定めるもの

とする。 

 

第 3 条 暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は業務妨害（以下この条において「不

当介入」という。）の排除について 

１ 乙は、暴力団又は暴力団関係者から業務の実施に関して不当介入を受けたときは、

その旨を直ちに甲に報告し、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 乙は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに甲に報告し、所轄の警察

署に被害届を提出しなければならない。 

３ 乙は、甲及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。 

４ 乙が不当介入の報告を怠った場合は、「高知県物品購入等関係指名停止要領（平成７

年 12 月高知県告示第 638 号）」に基づき、指名停止措置を行うものとする。 

 

第４条 個人情報の保護について 

個人情報の適切な管理を行い、契約書に定める「個人情報等取扱特記事項」を遵守す

ること。 

 

第５条 貸与品 

本業務の実施に必要な甲所有の報告書および資料等は、甲が乙に貸与する。貸与資料

については、破損、滅失、盗難等の事故が無いよう十分に注意し、慎重に取扱うものとす

る。また、業務完了後は速やかに返納すること。 

 

第６条 業務内容 

１ 業務目的 
幅広い世代の県民に対し、防災情報提供アプリの利用促進を図るための啓発として、

災害時の防災情報提供アプリに関する広報を実施する。 
２ 業務内容 
（１）業務期間 

契約締結日から令和 9 年 1 月 29 日まで 

（２）業務内容 

乙が行う業務は、次のとおりとするが、詳細は甲乙協議のうえ、決定する。 

 

ア TVCM 動画 

（ア）主な業務内容 

甲が提供する防災情報提供アプリに関する啓発動画（再生時間：15 秒）を、

県内 CM で放映する。 



 
（イ）放送対象とする放送局 

県内民放３社（高知放送、テレビ高知及び高知さんさんテレビ） 

（ウ）放映回数 

各局５0 本以上。タイムランク本数については、３社の放映回数の合計が A

が 9 本以上、SB が 14 本以上、B が 41 本以上、C が 86 本以上とし、各局

のタイムランク毎の放映回数は、甲乙協議のうえ、決定する。 

タイムランク本数の参考（※）     （単位：本） 

 

▼TVCM 動画 A SB B C 合計 

高知放送 ３ ４ 14 29 50 

テレビ高知 ３ ５ 14 28 50 

高知さんさんテレビ ３ ５ 13 29 50 

合計 ９ 14 41 86 150 

 

  ※各タイムランク本数の合計を基に各局に放映回数を割り振った表 

 

（エ）放映期間 

令和８年６月１５日～令和８年１０月３０日 

 

   イ イオンモール高知のモール内広告（フードコートテーブルシール） 

（ア）主な業務内容 

甲が用意するシールをイオンモール高知の３F フードコートのテーブルに

貼付し、読ませる広告として活用する。 

（イ）期間 

1 ヶ月 

（ウ）枚数 

シール：100 枚 

 

 

（３）契約の変更 

本業務を遂行するうえで本特記仕様書の変更が必要と甲が判断した場合は、甲乙

協議のうえ、本特記仕様書を変更し、契約の変更を行う。 

また、業務内容に多寡が生じた時は、甲乙協議のうえ、契約金額の変更を行う場合

がある。 

 

３ 成果品 

（１）納品成果 

ア 業務計画書 

イ TVCM 放送確認書 

ウ シール貼付の結果が確認できるもの（現地写真など） 

エ その他、甲との打ち合わせにおいて使用としたドキュメント 

（２）形式等 

ア 書類（紙媒体）は、Ａ４判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの１部 



 
を提出する。 

イ 書類（電子媒体）は、ウイルスチェックを実施したうえで、ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ

－Ｒにより１部提出する（ファイルフォーマットは、ワード・エクセル・パワー

ポイント・ＰＤＦのいずれかに対応できるデータ形式）。 

 

（３）成果品の納入 

ア 業務が完了したときは、乙は、速やかに完了届を甲に提出すること。また成果

品を納入し、甲の検査を受けるものとする。 

イ 成果品の納入場所は、高知県危機管理部危機管理・防災課とする。  
 

４ 著作権 

（１）新聞広告の制作にあたり、第三者が有する著作権その他の権利を使用する場合に

は、乙は必要な手続きを行うものとする。 

 

（２）この委託業務により作成した成果物の著作権及び使用権については、全て甲に帰

属するものとする。 


